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１．事業概要

（１）

年度

H29

H30

R1

年度

H29

H30

R1

　Ｈ３０

　Ｈ３０

野菜

年間取扱高（t）
※過去３年度

分を記載

その他肉類・鳥類・卵類

3 32-

　実施していない。 ア　民間委託

1

　Ｈ２９ 100.69％

　Ｈ２９ 74.24％

 イ　指定管理者制度

50.61％

17

186

市 場 種 別 区 分 地方卸売市場職 員 数 兼任１人

3

3 年度 12

30

114 -449

2

342

垂水市公設地方卸売市場事業経営戦略

法非適

策 定 日

事　業　形　態　等

計 画 期 間

昭和54年度
法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 名

事 業 開 始 年 度

団 体 名

　実施していない。

前 回 の 移 転
又 は 再 整 備 年 度

－ 次 回 再 整 備 予 定 年 度 －

民 間 活 用 の 状 況

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　R１

　R１71.00％

101.45％

120

14

広 域 化 実 施 状 況

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

経 費 回 収 率 *
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

75.66％

年間税込
売上高

（百万円）
※過去３年度

分を記載

野菜 果実 水産物 肉類・鳥類・卵類 その他

255 35 - 1 16

197 36 -

　実施していない。

1

鹿児島県垂水市

垂水市公設地方卸売市場事業

-32

　実施していない。

果実 水産物

418

409 93 -

* 法適 主営業収益＋その他営業収益
営業費用＋営業外費用

× 100 非適 料金収入＋その他営業収益
営業費用＋営業外費用＋地方債償還金

× 100
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（２） 使　用　料　形　態　* 取扱い種別、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

（３） 市 場 を 取 り 巻 く 環 境 等　*周辺施設の状況などが分かるよう記載すること。

２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　流通形態の変化、人口減少等による需要量の減少が想定されるが、地元農家の出荷先として、また住民への安心・安全な食
材の安定供給のため本市場の役割は大きいと考える。また、今後は災害時の物資調達拠点としての役割も期待されることから、
公設市場としてのニーズを的確にとらえ、売上の向上を目指す。

施 設 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

　条例、規則に基づき、卸売業者より徴収している。条例で施設ごとに１㎡あたりの月額単価の上
限を定めており、現在は卸売業者等の経営状況に応じ、減免を実施している。

売 上 高 割 使 用 料 の
概 要 ・ 考 え 方

　条例、規則に基づき、卸売業者より徴収している。条例で売上金額の1,000分の１に相当する金
額。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　流通形態の変化（交通網の発達による他市場への取引や、大型量販店、産直、インターネット等による市場外流通の増加など）
により、本市場の売上高は減少傾向にあり、大変厳しい環境が続いている。

　
　維持管理については、必要最低限のもののみを実施し、無駄のないようにする。

　
　昭和５４年に建設し、建物や設備の老朽化が進んでいるため、必要に応じて公設地方卸売市場施設整備基金等を活用し、計画
的かつ効率的な建物や設備の維持管理を図る。

　
　卸売業者等の経営状況を把握し、使用料等を再考する。

* 法適
営業費用＋営業外費用

非適
営業費用＋営業外費用＋地方債償還金
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①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

　当面は、市による運営を行っていくが、民間の活力が活用できるような事案が
あれば積極的に検討していく。

防災・安全対策に関する事項

　卸売業者の経営状況を把握し、使用料を再考する。

　卸売業者の経営状況を把握し、使用料を再考する。

　流通形態の変化や人口減少等の影響で、今後さらに減少していくことが懸念さ
れるが、ニーズを的確にとらえ売上高向上を目指す。

　必要に応じて、公設地方卸売市場施設整備基金を活用する。

　建物や設備の修繕を行いながら資産の有効活用に努める。資産の有効活用に関する事項

　消防設備点検など実施し、必要な対策を講じる。

売上高割使用料単価に関する事項

施設使用料単価に関する事項

取扱高に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

繰入金に関する事項

　施設の維持管理に係る委託費については、必要最低限となるようにする。委託費に関する事項

職員給与費に関する事項

　当面は、市による運営を行っていくが、民間の活力が活用できるような事案が
あれば積極的に検討していく。

　兼務のため、垂水市地方卸売市場特別会計からの職員給与費の支払いは無
い。

広域化に関する事項

　５年を目途に適切な事後検証を行うほか、投資・財政計画と実績に大幅な乖離が生じた
場合には随時見直しを行う。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　建物、設備の改修は計画的に行う。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

投資の平準化に関する事項

施設等の統合・縮小・廃止に関する事項
　現在の売場面積に比べ、取扱量も減少してきていることから、施設等の縮小も
検討していく必要がある。

　広域化は現在検討していない。
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様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 2,372 2,525 2,401 2,399 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750

（１） (B) 1,660 1,689 1,651 1,650 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ア 1,660 1,689 1,651 1,650 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

イ (C)

ウ

（２） 712 836 750 749 750 750 750 750 750 750 750 750 750

ア

イ 712 836 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

２ (D) 2,338 3,337 3,082 2,947 2,600 2,600 2,550 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

（１） 2,338 3,337 3,082 2,947 2,600 2,600 2,550 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

ア

イ 2,338 3,337 3,082 2,947 2,600 2,600 2,550 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

（２）

ア

イ

３ (E) 34 △ 812 △ 681 △ 548 △ 50 100 200 250 250 250 250 250

1 (F)

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G) 1,113

（１） 1,113

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 1,113

(J) △ 1,079 △ 812 △ 681 △ 548 △ 50 100 200 250 250 250 250 250

(K) 574 101 103 100 100 100 100 100 100

(L) 3,953 2,298 1,385 601 53 3 3 103 203 353 503 653 803

(M)

(N) 2,300 1,385 601 53 3 3 103 203 353 503 653 803 953

(O)

(P) 2,300 1,385 610 53 3 3 103 203 353 503 653 803 953

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 1,660 1,689 1,651 1,650 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

110

R9

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

そ の 他

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

110

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

78 81 98 100 104 108収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 101 76

赤 字 比 率 （ ×100 ）

110 110 110

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

う ち 退 職 手 当

そ の 他

R8 R10 R11

営 業 外 費 用

支 払 利 息

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

R12

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度 R3 R4 R5 R6 R7

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費


